
令和 ５年 ４月２４日 

姫路市新産業創出支援補助金交付要綱 

（目的） 

第１条   この要綱は、新産業の創出を図るとともに、市内中小企業者等の産業競争力

を高めるため、半導体、水素、電池関連製品等の実用化に向けた調査、研究、開発

又は実証の取組に対して助成を行う姫路市新産業創出支援補助金（以下「新産業創

出支援補助金」という。）に関し、姫路市補助金等交付規則（昭和４３年姫路市規

則第６０号）に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 市内中小企業者等 次に掲げる者をいう。 

ア 市内に主たる事業所を置く個人事業主 

イ 市内に本社を置く中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１ 

項に規定する中小企業者（以下「中小企業者」という。） 

ウ 市内に主たる事業所を置く中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第 

２条第１項第４号に規定する中小企業団体（以下「中小企業団体」という。） 

エ 個人事業主、中小企業者又は中小企業団体のいずれかで、市内に新製品や新

技術の研究又は開発の機能を有する研究所又は工場を有するもの 

⑵ 大企業 次に掲げる者をいう。 

ア 資本金の額又は出資の総額が３億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数

が３００人を超える会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の

業種（下記イからエまでに掲げる業種を除く）に属する事業を主たる事業とし

て営むもの 

イ 資本金の額又は出資の総額が１億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数

が１００人を超える会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業

として営むもの 

ウ 資本金の額又は出資の総額が５０００万円を超え、かつ、常時使用する従業



員の数が１００人を超える会社及び個人であって、サービス業に属する事業を

主たる事業として営むもの 

エ 資本金の額又は出資の総額が５０００万円を超え、かつ、常時使用する従業

員の数が５０人を超える会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる

事業として営むもの 

 ⑶ 事業者 次に掲げる者をいう。 

ア 個人事業主 

イ 中小企業者 

ウ 中小企業団体 

エ 大企業 

⑷ 川下事業者等 最終製品製造事業者及びそのサプライヤー事業者、大学、研究

機関等をいう。 

⑸ コンソーシアム 複数の事業者又は大学・公的研究機関等が役割分担を明確に

し、連携、共同して補助事業を行うグループをいう。 

⑹ 単独申請 市内中小企業者等が単独で申請する区分をいう。 

⑺ コンソーシアム申請 市内中小企業者等が幹事となり、大学・公的研究機関又

は大学・公的研究機関及び幹事以外の事業者と構成する２者以上からなるコンソ

ーシアムが申請する区分をいう。 

（補助対象者） 

第３条   新産業創出支援補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。

）は、市内中小企業者等で、次のいずれにも該当しないものとする。 

⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託事業を行う

者 

⑵ 代表者、役員又は使用人その他の従業員、構成員等が姫路市暴力団排除条例（

平成２４年姫路市条例第４９号）第２条第１号に規定する暴力団若しくは同条第

２号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する

者 



⑶ 姫路市税に滞納又は未申告がある者 

⑷ 同一と認められる事業内容により、過去に、市、国等の補助金の交付を受けた

ことがある者（異なる補助事業区分（次条に規定するものをいう。）で申請する

場合を除く。） 

⑸ 発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が同一の大企業の所有に属して

いる法人 

⑹ 発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上が複数の大企業の所有に属して

いる法人 

⑺ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている

法人 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、新産業創出支援補助金を交付するに当たり、社会

的な信頼性又は公平性を損なうおそれがあると市長が認める者 

（補助対象事業） 

第４条 新産業創出支援補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」とい

う。）は、国が指定した特定重要物資（経済施策を一体的に講ずることによる安全

保障の確保の推進に関する法律施行令（令和４年政令第３９４号）第１条各号に掲

げるものをいう。）関連分野、水素関連分野、医療関連分野、環境関連分野又は次

世代空モビリティ関連分野における製品や技術の実用化に向けた次に掲げる取組（

以下「補助事業区分」という。）とする。 

⑴ 可能性調査・研究 

⑵ 実用化に向けた補助対象事業関連製品の研究・開発（基盤・実用化技術の研究

・開発、新製品の開発・試作等） 

⑶ 新規開発した補助対象事業関連製品の実証（試験運用・実証研究等） 

（補助対象経費） 

第５条 新産業創出支援補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。ただし、消

費税及び地方消費税は、含まない。 

⑴ 原材料・副資材の購入に要する経費 



⑵ 機械装置又は工具・器具の購入、改良、借り上げ又は修繕に要する経費 

⑶ 外注加工費（設計委託、ソフトウェア開発委託等の経費を含む。） 

⑷ 試験検査機関等における製品試験検査に要する経費 

⑸ 技術指導の受入れに要する経費 

⑹ 直接人件費 

⑺ 調査等に要する経費 

⑻ 共同研究に係る経費 

⑼ 連絡や打合せのための通信や郵送に要する経費 

⑽ 機器や機材等の運搬に要する経費 

⑾ 前各号に掲げるもののほか、調査、研究、開発又は実証事業に必要と認められ

る経費 

２ 前条第１号に掲げる事業にあっては、川下事業者等からの受託費等がある場合は

、同項に掲げる経費の合計から当該受託費等を控除した額を補助対象経費とする。 

（補助金の額等） 

第６条   補助対象者に交付する補助金の額は、補助対象経費の３分の２以内とし、１

，０００万円を限度とする。この場合において、当該額は、１，０００円未満の端

数を切り捨てるものとする。 

２ 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者が、過去と同一と認められる事

業内容により補助金の交付を受けようとするときは、補助対象外とする。 

３   第１項の補助金の補助対象期間は、補助金の交付決定の日から１年間とする。 

（交付申請） 

第７条   新産業創出支援補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。

）は、姫路市補助金等交付規則第５条第１項に基づき、次に掲げる書類を作成し、

市長の定める期日までに、市長に提出しなければならない。 

⑴ 単独申請 

ア 補助金等交付申請書【単独申請】（様式第１号） 

イ 事業者概要書（様式第４号） 

ウ 事業計画書（様式第５号） 



エ 収支見込書（様式第６号） 

オ 直近年度の確定申告書の写し（法人にあっては別表一、個人事業主にあって

は（Ｂ）第一表及び収支内訳書の写し。ただし、事業開始後１年以内の事業者

にあっては、税務署への法人設立届出書又は開業届出書に代えることができる

。） 

カ 法人の登記事項証明書の写し 

キ 姫路市税に係る滞納がないことを証明する書類（滞納無証明書） 

ク 誓約書（様式第７号） 

ケ その他市長が必要と認める書類 

⑵ コンソーシアム申請 

ア 補助金等交付申請書【コンソーシアム申請】（様式第２号） 

イ コンソーシアム概要書（様式第３号） 

ウ 事業者概要書 

エ 事業計画書 

オ 収支見込書 

カ 直近年度の確定申告書の写し（法人にあっては別表一、個人事業主にあって

は（Ｂ）第一表及び収支内訳書の写し。ただし、事業開始後１年以内の事業者

にあっては、税務署への法人設立届出書又は開業届出書に代えることができる

。） 

キ 法人の登記事項証明書の写し 

ク 姫路市税に係る滞納がないことを証明する書類（滞納無証明書） 

ケ 大学・公的研究機関との共同研究に関する契約書又は研究者への依頼書・承

諾書の写し 

コ 誓約書 

サ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の場合において、申請者は、補助対象経費に消費税及び地方消費税が含まれ

る場合には、これに相当する額を当該補助対象経費から減額して申請しなければな

らない。 



（補助金の交付の決定） 

第８条   市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

補助金交付の可否を決定するものとする。この場合において、市長は、補助事業に

係る計画及び成果の見込みについて、申請者に発表を求めるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金交付の可否を決定したときは、補助金交付可否

決定書（様式第８号）により通知するものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する補助金交付の決定（以下「交付決定」という。）をす

る場合において、必要と認めるときは、条件を付することができる。 

第９条 削除 

（計画変更の届出等） 

第１０条 補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに補助事業計画変

更廃止（中止）申請書（様式第９号）及び変更収支見込書（様式第１０号）を作成

し、市長に届け出なければならない。 

⑴ 当該交付決定に係る事業（以下「補助事業」という。）の内容又は遂行計画等

に変更が生じた場合 

⑵ 補助事業を中止し、又は廃止した場合 

⑶ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請に係る内容を審査し、

承認することが適当であると認めるときは、その旨を補助金事業計画変更・廃止（

中止）承認通知書（様式第１２号）により、補助事業者に通知するものとする。 

（調査等） 

第１１条  市長は、必要に応じて、補助事業者に補助事業の進捗状況、効果等及び補

助事業により取得し、又は効用の増加した財産について説明又は文書の提出を求め

ることができ、補助事業者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 

（交付決定の取消し） 

第１２条   市長は、補助事業者が、次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。 



⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

⑵ 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けようとし、又は受

けたことが明らかになったとき。 

（事業実績報告書の提出） 

第１３条 補助事業者は、補助事業完了後１０日以内に、次に掲げる書類を作成し、

市長に提出しなければならない。 

⑴ 補助事業実績報告書（兼補助事業完了届）（様式第１３号） 

⑵ 収支報告書（様式第１４号） 

⑶ 経費明細書（完了報告時）（様式第１５号） 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１４条   市長は、前条の補助事業実績報告書（兼補助事業完了届）の提出を受けた

ときは、報告書に基づき補助事業の成果を審査し、補助金の額を確定するとともに

、補助金確定通知書（様式第１６号）により補助事業者に対して通知するものとす

る。 

（補助金の請求） 

第１５条 前条第１項の通知を受けた補助事業者は、市長の定める日までに補助金等 

交付請求書（様式第１７号）を、市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求に基づき、補助事業者に対し補助金を交付する。 

（帳簿等の保存期間） 

第１６条 補助事業者は、当該補助事業が完了した年度の翌年度から５年間帳簿等の

補助事業に係る全ての関係書類の原本を保存しなければならない。 

（補助金の返還） 

第１７条 市長は、第１２条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したとき

は、期限を定めて補助金返還命令書（様式第１８号）により、補助金の全額又は一

部の返還を請求することができる。 

（加算金及び延滞金） 

第１８条  前条の規定により補助金の返還を請求された者は、その請求に係る補助金



等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額（その一部を納付

した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年１０．

９５パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。 

２  前条の規定により、補助金の返還を請求され、これを期限の日までに納付しなか

った者は、期限の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年

１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。 

（財産処分の制限） 

第１９条 補助事業者は、この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、

姫路市補助金等交付規則第１３条第１項第３号に基づく市長の承認を受けないで新

産業創出支援補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又

は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。 

（補則） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年５月１２日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年１月１０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により使用されている

書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月９日から施行し、同月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の第２条第８号及び第４条第１項の規定は、令和６年４月

１日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金について

は、なお従前の例による。 



附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の第２条、第３条第４号、第４条、第６条、第７条第１項

第１号及び第２号、第９条、第１３条、第１４条、第１７条、様式第１号から様式

第６号まで、様式第８号、様式第１０号、様式第１１号、様式第１３号から様式第

１５号まで、様式第１７号並びに様式第１８号の規定は、この要綱の施行の日以後

の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお

従前の例による。 



 

 

 



 

 



 





 



 



 

 



 



 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 





 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


